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「教職員の評価・ 育成システム」の改定に向けて

平成24年度にすべての学校において授業アンケートを実施臥 府立学校にお

いて「授業力」評価のモデル実施を行います。

大阪府教育委員会として、これらの結果を踏まえ平成25年度からの評価・育

成システムの改定に向けた検討を進めていきます。



: 「教職員の評価・育成システム」の趣旨

近年の社会・経済環境の急激な変化の中ミ子どもたちを取り巻<環境は大き<変化し 各学校が

一丸となつて取り組まなければならない課題が増えています。学校の教育課題の解決に向けては、

日頃から教職員がそれぞれの役害」に応じて同僚教職員と連携臥 相互に協力しながら、様々な活動

を展開してい<ことが重要となってきます。そのためには、教職員が自らの役害」や子どもたちの状

況を踏まえ、教育活動をはじめとする様々な活動の目標を立て、創意工夫を凝らした意欲的な実践

活動を行つてい<ことが大切です。

このため評価・育成システムでは、すべての教職員が学校の目標を共有臥 その達成に向けた個

人目標を主体的に設定して、校長・准校長・教頭 0事務 皓8)長の支援を受けながら、意欲的に取

組みを進めることを基本としています。そして、子どもや保護者、同僚教職員等の意見を踏まえた

自己評価と校長等による評価を通以 教臓員が自らの意欲馨率舗旨力を一層高めることを促します。

そうした教職員の取組みを進めることによって、学校の教育活動をはじめとする様々な活動を充実

させるとともに、学校や校内組織の活性化を図つてい<ことをめざしています。

このように評価・育成システムの実施を通して、校長・准校長のリーダーシップのもと、教職員

が一丸となり、教育をめぐる諸課題に学校全体として適切に文」応することで、子どもたちの願いや

府民・保護者の期待に応えてい<ことが重要です。

‖ 授業を行う教員の評価にかかるシステム改定の趣旨

1 大阪府立学校条例に授業を行う教員の評価について規定されました

平成24年4月 1日に「職員基本条例」及び「大阪府立学校条例」が施行され、府立学校条例第

19条に、教員の勤務成績の評定は校長による評価に基づき行うこと、授業を行う教員に係る評価

は授業に関する評価を含めて行うこと、授業に関する評価は生徒又は保護者による評価を踏まえる

ことが規定されました。これを受け、今後 府立学校の教員の評価制度はこの条例を踏まえたもの

に改定されます。

また、市町村立学校の府費負担教職員の人事評価については、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第46条に、府費負lB4員の勤務成績の評定は都道府県教育委員会の計画の下に市町村

教育委員会が行うと規定されており、これまでも府教育委員会が「府費負担教職員の評価・育成シ

ステムの実施に関する規則」を定め、府立学校の教職員と同じシステムによる運用をお願いしてお

りました。

府教育委員会としては府立学校条例の趣旨を踏まえ、府費負担教職員も含めた教職員の評価・育

成システムについて必要な改定を行います。

2 授業を行う教員の評価は授業に関する評価を含めて行います

子どもたちは学校生活の大半を授業で過ごします。したがつて、子どもたちが「魅力的な授業」

「わかる開 に多<触れる0訳 彼らの学校生活は充実したものとなると考えられます。従来から、

授業に関する評価については、主に「学r5~i力の育成」という評価要素の中で言刊面しているところで

すが、今は 授業は学校の教育活動の中心であることを改めて確認臥 授業に関する評価を授業を

行う教員の評価の一要素として明確に位置付けます。



3 授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえることとします

授業は教員と子どもたちとの相互交流によって成り立っていることから、子どもたちのニーズを

踏まえたものであることが必要です。したがつて、授業に関する評価は、子どもたちの視点を踏ま

えて行うことが重要になります。そこで、子どもたちが授業をどのように受け止めているかを把握

するとともに、授業が子どもたちにとって魅力的なものになつているかどうかという視点を踏まえ

て授業を評価することが求められます。

このことから、評価・育成システムにおける授業に関する評価のための重要な要素として、子ど

もや保護者を対象とした授業に関するアンケート (以下、聯 アンケート」という6)を実施する

ことを通じて、子どもたちの授業に対する受け止めを把握することとしました。

Ⅲ 授業を行 う教員の評価にかかるシステム改定の方向性 (検討中)

1 能力評価に rII業力」という評価要素を新設します

首席、指導教諭、教諭のうち、当該年度に授業を行つている教員 (以下、隊劇 員」という。)

の能力評価については、これまで「学ぶ力の育由  「自立 0自己実現の支胸  「学校運営」という3

つの評価要素ごとに「十分発揮している」「概ね発揮している」「う嚇軍していない」のいずれである

かを判断し評価を行うてきましたが、平成25年度からは「学応ヽ力の育成」にかえ「授業力」を新

たな評価要素として設定臥 「授業力」「自立・ 自己実現の支援」「学校運営」の3つの評価要素と

することで能力評価を再構築します。

2 時蝶 力」評価に当たっては、授業アンケートを実施します

「授業力」評価は、生徒又は保護者による授業アンケートの結果を踏まえて行いますので、各学

校で行われる授業アンケートの項目には一定の共通性が求められます。このため、評価・育成シス

テムにおいて活用する授業アンケートについては、以下の通り府教育委員会が校種や子どもの状況

に応じた実施方法と内容を示t/1す。その内容を踏まえた上で、実際に使用するアンケートについ

ては、市町村教育委員会や各府立学校において作成臥 すべての対象教員の授業について実施をし

ていただきます。
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【JJヽ 1学嗜交】

小学校では、児童の発達段階を考慮臥 児童に直接質問するのではな<、 保護者を対象に、

児童の普段の様子、授業参観時の教室の様子等を参考にして授業に対する意見を求めることと

します。

(1)実施方法  保護者あてに家庭配付臥 記名の上提出

・アンケート用紙の保護者への配付は、原則として児童を通じて行う

が、直接保護者に配付することも可

・アンケートの回答の回収に当たっては、回答者のプライバシーに十

分配慮 (例 :封筒に封をして担任に提出、校内に専用の提出箱を設

置等)

(2)内  容  府教育委員会が示す5つの観点を必須として実施臥 この5観点を評

価・育成システムに活用

各市町村教委で自由記述欄を付け加えた場合は、評価・育成システム

に活用

嫉 5鏃 | 卿

興味・ 関心・ 意欲の向上 お子様は、授業を受けてその内容に興味や関心や意欲を持つようになつて
いますか。

学習内容の習得 お子様は、授業の内容がわかるようになつていますか。

個の状況に応じた支援 お子様は、授業でわからないときやもつと知りたいとき、そのことについ
て教えてもらえていますか。

望ましい学習集団の育成 お子様は、授業は質問や発表などが L/●すい雰囲気だと感じていますか。

児童への適切な評価 お子様|よ 授業で頑張つたことを認めてもらえたと思つていますか。

1駆踏蒙OE輸|||||IⅢIIIII姜|■「|

【中学校】

中学校では、生徒の受け止めを問うとともに、自由記述欄を設定した場合には保護者を対

象に、生徒の回答内容や普段の様子、授業参観時―
の様子等を参考にして授業に対する意

見を求めることとします。

(1)実施方法  保護者あてに家庭配付臥 記名の上提出

・アンケート用紙の保護者への配付は、原則として生徒を通じて行う

が、直接保護者に配付することも可

・アンケートの回答の回収に当たっては、回笞者のプライバシーに十

分配慮 (例 :封筒に封をして担任に提出、校内に専用の提出箱を設

置等)

(2)内  容  府教育委員会が示す5つの観点を必須として実施臥 この5観点を評
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価・育成システムに活用

各市町村教委で自由記述欄を付け加えた場合は、評価・育成システム

に活用

【高等学校】

高等学校では、全校 0全教員共通の必須質問を2間設定し 授業に対する生徒の意識を問

うこととし 以下により実施します。

(1)実施方法  各学校で生徒が回答

(2)内

・ LHR等での一斉実施が原則

・回答者のプライバシーには十分配慮

容  府教育委員会が示す全校・全教員共通の 2質問を必須として実施臥

この2質問を評価・育成システムに活用

各学校で自由記述欄を付け加えた場合は、評価・育成システムに活用

金校●全教員共通の質問|(授業|1対す1肇郵専衛諄ゆ

授業内容に、興味・関断をもつことができた。

授業を受けて、知識や技能が身に付いたと感じている。

【特別支援学校】

幼稚音欧」ヽ学者剛こおいては幼児、児童に直接質問するのではな<、 保護者を対象に、幼児、

児童の普段の様子、授業参観時の教室の様子等を参考にして授業に対する意見を求めること

とします。

中学者L高等部においては、可能な範囲で生徒の受け止めを問うとともに、保護者を対象

4

1腋51鎌| 剛

興味・ 関出・ 恵欲の回上 授業を受けて、その教科の内容をもっと学習しようと用いますか。

学習内容の習得 授業を受けて、その教科の内容はわかるようになりましたか。

個の状況に応じた支援 教科の内容がわからないときやもつと知りたいとき、そのことについて教
えてもらえますか。

望ましい学習集団の育成 授業中は、質P05や発表などが L/●すい雰囲気ですか。

生徒への適切な評価 授業で頑張ったことをきちんと認めてもらえますか。

各教科の回答
=普

段の様子●授業参観等を参考に記入してくださしヽ |できる限り●1具体的|(教科名●状

1   囃 襲磁轟墓ぶモ1基:ltる轟も
して欲1昴 とヽ患‐う授業があれず書いて<ださしヽてその改善点0‐



に、生徒の回答内容や普段の様子、授業参観時の教室の様子等を参考にして授業に対する意

見を求めることとL/tす。なお、実施方法や内容についても、子どもの状況に応じてそれぞ

れ適切な方法を選択します。

(1)実施方法  未定 (現在検討中のため、完成次第お伝えします。)

(2)内  容  未定 (現在検討中のため、完成次第お伝えします。)

3 授業アンケートの結果を踏まえて授業力の一層の向上に努めます

授業力の向上に向けては授業アンケートの結果の活用や授業観察等により以下のとおり取り

組みます。

(1)授業アンケートの観点ごとの結果等を、すべての教員に伝えることで、自己の授業力を

見直臥 更なる向上に努めることを促します。

(2)授業アンケートの結果を踏まえることで、校長、准校長、教頭 (以下、「校長等」という。)

による授業観察の充実を図ります。

(3)授業アンケートの結果や校長等の授業観察で明らかになつた教員ごとの課題に対臥 校

長等が適切な支援を行います。

(4)授業アンケートの結果や校長等の授業観察により学校全体として取り組むべき課題が明

らかになつた場合は、その解決に向けて学校全体として組織的に取り組みます。

*なおヽ授業アンケート等により授業に課題のある教員が把握された場合には、校長等が、

その教員に対して複数回の授業観察や指嬉助言等必要な支援を行います。

*支援に当たっては、必要に応じて校長・准校長は設置者 (教育委員会)に授業観察と指導

助言を依頼することができます。

4 授業観察を行うに当たり、町蜘 察票」を導入します

(1)用  途 :校長等が授業観察を行うたびにすべての対象教員について作成

(2)項  目 :「観劇 嘲 察項目」「チェック」「授業観察結果」「コメント」の欄を必ず設定

なみ 嘲 察項目」の具体的な内容は、各市町村教委や各府立学校の実情に

応じて設定

(3)記入手順 :「観察項目」ごとにチェック欄に記入の上、「授業観察結果」を記入

なおt「コメント」欄は必要に応じて記入

(4)そ の 他 :「チェック」欄については、授業の内容に応じて記入する項目を選択
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5 「II業力」評価に当たり、「『授業力』評価票」を導入します

(1)用   途 :校長等が「授業力」評価を行うに当たりすべての対象教員について作成臥

授業アンケートや授業観察の結果と年間の職務行動の記録等を記入

(2)項  目 :「授業アンケート等」「授業観察」「発揮された能力 (態度・ 行動)」「所見」

「『授業力』評価」を設定

(3)記入手順 :

ア  「授業アンケート」の欄への記入について

・「授業アンケート」の結果欄には、授業アンケートの観点ごとの集計ではな

<、 すべての嚇須観点 (嚇須質問)への回答についての総合的な判断を記

入t/1す。

・結果が高いと認められる場合は、原則として「S」、特段に高い場合は「SS」

とし「具体的な内容等」の欄に理由等を具体的に記入します。

・結果に課題が認められる場合は、原則として「 B」、特段に低い場合は「C」

とし「具体的な内容等」の欄に理由等を具体的に記入します。

・ただ臥 校長等による授業観察から、授業アンケートの結果に明らかな醐

輛が認められた場合は、この限りではありません。なお、その場合は「具

体的な内容等」の欄に、その判断に至うた理由等を具体的に記入します。

・「授業アンケート」において、その他記すべき事項があれ|よ 「具体的な内

容等」の欄に記入します。

イ 「授業観察」の欄への記入について

0校長等は授業観察を行つた際には毎回「授業観察割 を作成するとともに、

その結果を「『授業力』評価票」の「授業観察」の欄に転記します6

0「授業観察票」のコメント欄に記載がある場合|よ その内容を「『授業力』

評価票」の「具体的な内容等」の欄に記入します。

ウ 「発揮された能力 (態度・行動)欄への記入について

・着眼点や求められる行動パターンの例を参考に、日常の業務の遂行を通じ

て発揮された能力 (態度・行動)を「具体的な内容等」に記入以 評価基

準に照らして判断を行います。

工  「所見」と「『授業力』評価」の欄への記入について

・上記アイウに記入された内容を総合的に判断臥「授業力」評価を行います。

・その評価に至つた理由等については「所見」欄に具体的に記入します。

6



6 年間のスケジュール (イ メージ)

府教育委員会としては、教員の育成の観点から、授業アンケートについては年度内の適切な時期

に最低 2回実施臥 各教員の状況を把握した上で、課題については改善の取組みを行うとともに、

その成果と課題を検証することが必要だと考えています。

「授業力」評価にかかる、授業アンケート、授業観察等の実施のスケジュール (イメージ)につ

いては以下のとおりとします。

5月～7月

授業アンケート(1回目)を実施する。

5月 (授業アンケート実施後)～ 2月

授業アンケートの結果を踏まえ、校長等が各教員の授業の状況をlEIEする

とともに、その授業力の向上に向けた指導助言を行う。

授業アンケート等により授業に課題のある教員が把握された場合には、校

長等が、その教員に対して複数回の授業観察や指導助言等必要な支援を行い、

授業力の改善を図る。

※必要な支援 :校長等、教育委員会指導主事等による複数回の授業観察及

び指導助言

11月～12月

授業アンケート(2回目)を実施する。

2月

校長等は年間を通じての指導助言の結果や把握した職務行動等をもとに各

教員の授業に関する評価を行い、当該評価を含めた勤務評定として評価・育

成シートを作成する。

授

業

観

察

を

実

施
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iV 授業を行 う教員の評価にかかるシステム改定 (案)に関する質問について

現時点での考え方は以下のとおりです。

1 基本的な考え方について

2 授業アンケートについて

(1)基本的な考え方

(2)ア 保護者へのアンケートについて

イ 保護者アンケートの取扱いについて

(3)アンケートの中身について

(4)アンケートのやり方 (回収方法、集計等)について

⌒      (5)ア ンケート実施に伴う作業軽減策について

3 授業に関する必要な支援について

4 授業観察票・「授業力」評価票について

5 評価・育成シートについて

6 その他

ハ
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1 基本的な考え方について

① なぜ、生徒 0保護者の授業に関する評価を教員評価に組み入れるのか。

○ 従来から、授業に関する評価については、主に「学応ヽ力の育成」という評価要素の中で評価し

てきましたが、今回の改定では、授業は学校の教育活動の中心であることを改めて確認臥 能力

評価の中に「学ぶ力の育成」にかえて、「授業力」という評価要素を設定臥 授業に関する評価

を教員評価の一要素として位置付けることとしました。

○ 授業に関する評価を行うに当たっては、授業は教員と子どもたちとの相互交流によって成り立

っていることを踏まえた場合、子どもたちの側の視点での評価が重要です。すなわち校長・准校

長には、授業を受けた子どもたちの受け止めを把握するとともに、授業が子どもたちにとって魅

力的なものになつているかどうかという視点を含めて授業を評価することが求められます。

○ そこで、授業に関する評価を実施するための重要な要素として授業アンケートを組み入れるこ

ととしました。

○ 生徒や保護者の評価を教員にフィードバックすることにより、具体的な授業改善にもつながる

とともに、生徒・保護者による評価を校長・准校長が行う教員評価の要素とすることによって、

より客観性を確保した評価が可能になると考えています。

② なぜ、生徒 0保護者にアンケートを行うのか。

○ 子どもたちは学校生活の大半を授業で過ごします。従つて、子どもたちが「魅力的な授業」「わ

かる授業」に多<触れる時、学校生活は充実したものとなるものと考えています。

○ 「魅力的な授業」「わかる授業」を実現するために|よ 教員は日長授業改善に向けて自ら取り

組まなけれ|ぶりませんが、それと同時に授業は教員と子どもたちとの相互交流によって成り立

つものであることから、子どもたちが授業に対して感じていることをlEIE臥 子どもたちにとっ

て魅力的な授業となつているかどうか検証することが教員には求められています。

○ このため、生徒・保護者対象の授業に関するアンケートを実施して、その結果を授業改善に生

かしてい<とともに、授業改善の取組成果を評価するためのデータとして活用するものです。

③ これきで学校教育自己診断等|よ 学校教育活動の一環として集計 0/Afしてきた。今回、そう

した従来のやり方ではなぜダメなのか。

○ 学校教育自己診断は学校の教育活動が児童生徒の実態嘲呆護者の学校教育に対するニーズ等

に斌応しているかどうかについて、学校自らが診断票ほ狙膳彗動に基づいて学校教育計画の達成

度を点検臥 学校教育改善のための方策を明らかにするものです。来年度から評価・育成システ

ムに導入する授業アンケートは、一人ひとりの教員の授業改善を目的に実施するものであり、ま

た、その改善の成果を個展の教員の評価に組み込むものであることから、学校教育自己診断とは

全<違った回答を求めることとなります。

④ アンケートの位置づけは。

○ 授業アンケートは、あ<までも子どもたちや保護者による授業に対する評価ですので、これに

より校長・准校長は子どもたちや保護者の視点での授業の課題を把握することができるようにな
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ります。その上で、校長・准校長が自ら授業観察を行い、授業に課題のある教員がいた場合は授

業に関する必要な支援を行つていただきます。そのための一つの資料という位置づけです。

⑤ 」ヽ中学校において|よ 平成25年 4月からの施行は拙速ではないか。

○ 本年9月以降に行う全校における授業アンケートの結果やモデル校でのモデル実施の結果を

踏まえて制度言錦十を進めるとともに、平成25年 1月以降に新しい制度についての研修等を実

施し周知に努めることで、平成25年 4月実施に向けての準備を進めます。

⑥ 他府県で授業アンケートを行い、授業に関する評価を教員評価に組み入れているところはある

のか。

○ 授業アンケートを教員評価に組み入れているところは把握していません。全国的にも珍しい取

組みであることは確かですが、授業は学校の教育活動の中心であることを改めて確認臥 府教育

⌒       委員会として授業に関する評価を授業を行う教員の評価の一要素として明確に位置付けること

としました。

⌒

2 授業アンケートについて

(1)基本的な考え方

① 授業アンケートの対象となる「授業」とは何か。

○ 学習指導要領により、以下のとおりとします。

小学校 l・・各教科・道徳・外国語活動

中学校 …各教科・道徳

高等学校…各教科

支援学校… (幼稚部)ねらい及び内容等

(小学部・中学部)各教科 0道徳・外国語活動 0自立活動

(高等部)各教科・道徳・自立活動

(専攻科)各教科・自立活動

② 授業アンケートの対象とする「授業を行う教目」とは誰をさすのか。

○ 「授業を行う教員」とは、年間を通じて授業を担当する首席・指導教諭 0教諭です。

○ 教頭・実習助手 0栄養教諭・養護教諭も授業を行うことがありますが、授業アンケ=卜
の対

象とはしません。

③ 授業を担当する常勤講師、非常勤講師は授業アンケートの対象か。

○ 常勤講師等の臨時的任用教員は評価・育成システムの対象外ですが、育成の観点から授業ア

ンケートの対象とすることは望ましいことだと考えています:

(2)ア 保護者へのアンケートについて

① lヽ中学校での授業アンケート|よ なぜ保護者を対象とするの規



〇 小学校は、児童の発達段階を考慮臥 児童に直接質問するのではな<、 保護者を対象に児童

の普段の様子、授業参観時の教室の様子等を参考にして授業に対するアンケートの回答を求め

ます。

○ 中学校は、授業の受け止めを生徒自身に問う質問を設定していますが、高等学校との発達段

階の違いを考慮臥 生徒の回答を保護者が確認して学校に提出する形にしています。

また、自由記述欄を学校が設定した場合|よ 生徒の回答内容や普段の様子、授業参観時の教

室の様子等を参考に、保護者から授業に対する意見を求めることができることとしました。

② 授業アンケートは保護者に義務付けるのか。

○ 保護者への授業アンケートについては、全ての保護者に、授業を行うすべての教員について

行つてもらうのを基本と考えています。

○ ただ、アンケートの記入、提出については、義務付けはしません。授業アンケートの麟要'L
⌒       重要性等を出来る限り説明臥 理解を求め、出来る限り多<の保護者にアンケートを提出いた

だ<よう努力して<ださい。

○ 保護者が授業見学をしていない教員の授業についても子どもたちからの間き取りにより記

入いただきます。

③ 保護者に専P目的な見地から授業力を評価することはできない。正確なデータになるのか。

○ 評価・育成システムの中で教員評価に関連させる授業アンケートは、専門的な指導技術等を

問うものではな<、 授業を受けた子どもたちの受け止めを中心にアンケートの回答を求めるも

のとしています。

④ 保護者から「授業を見たことも、会ったこともない教員の評価はできない。」「子どもだけの評

価でお願いしたい。」「授業に関する評価については反対 (制度を納得できない)なのでしません。」

⌒     等の記載や申し出があつた場合の取扱いはどうするのか。

○ 授業アンケートの趣旨を粘り強<説明するよう努めて<ださい。

○ 授業を見たことも、会つたこともない教員の評価はできない。」「子どもだけの評価でお願い

したい。」といつた主張に対しては、子どもの受け止めを大人の立場で間きながら協働して授

業アンケートに答えてほしい旨伝えて<ださい。

○ また、制度への反対者に対しては、この制度が生徒・保護者の意見を授業改善に生かしてい

<とともに、授業改善の取組成果を教員評価に生かすものであるという旨を説明して<ださい。

⑤ 授業アンケートの回答数がゼロの場合の取扱いはどうするのか。

○ 回答数が本当にゼロとなった場合は、アンケート結果は存在しないとせざるを得ませんが、

そうならないよう、授業アンケートの趣旨を粘り強<説明し回答の提出を依頼するよう努めて

<ださい。

(2)イ 保護者への授業アンケートの取扱いについて
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① 提出期限を設けるのか。未提出の保護者には提出を督促するのか。督促するとすれば誰が行う

のか。

○ 学校での集計作業に応じた提出期限を設|ス 未提出の保護者には授業アンケートの趣旨を訴

えて、期限一杯まで担lI●学年主任等が繰り返し提出を求めて<ださい。なお、担任等は授業

アンケートの提出状況を直接把握できないので、管理職が未提出者のリストを作成しそれをも

とに担任が督促したり、担任が全員に向かって同度か提出を促したりするなど、各学校の現状

に応じた工夫をお願いt/1す。

② 提出期限後に提出された授業アンケートはどのように扱うのか。

○ 可能な範囲で集計作業に加えるように努めて<ださい。

③ 保護者と子どもが話し合つて記載したことをどのように担保するのか。

⌒      ○ 授業アンケートに保護者署名欄を設けることで、保護者の参画を確認することとしました。

④ 保護者署名のないものは認めないのか。子どもの名前だけの場合はどうか。明らかに保護者署

名欄の記載が子どもと認められる場合、取扱いをどうするか。

○ 原則として署名のないものは認めません。またt子どもの名前だけのものは認めません。

○ 担任を通じて保護者に確認するなど臥 子どもによる署名であった場合は、保護者署名を依

頼していただ<ようお願いL/1す。

⑤ 授業アンケートヘの回笞が途中で終わつているなど、不完全なものが提出された場合の対応

取扱いはどうするか。

○ 可能な範囲で回答の続行をお願い臥 その後得られた範囲の回答を集計して<ださい。

⌒    ⑥ 保護者がいない (児童養護施設等)、 保護者が病気入院等で評価を子どもと相談できない状況に

あるといつた場合はどう取扱うのか。

○ 保護者に代わる者 (親権代理等)がいる場合、可能ならばその人に代行をお願いするものと

します。

(3)授業アンケートの中身について

① 授業アンケ■卜|よ 府教委が示した観点等を参考に、各学校の判断で適切に定めればよいのか。

○ 評価・育成システムにおける授業アンケートについては以下の通りです。

○ 小中学校…府教育委員会が示す5観点を必須として実施臥 この5観点を評価・育成システ

ムに活用するものとします。また、各市町村教委で自由記述欄を付け加えた場合は、評価・育

成システムに活用していただくことになります。

○ 高等学校…府教育委員会が示す全校・全教員共通の 2質問を必須として実施臥 この2質

問を評価・育成システムに活用するものとします。また、各市町村教委や各府立高校で自由

記述欄を付け加えた場合は、言馴面・育成システムに活用していただ<ことになります。
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○ 特別支援学校∴・未定 (現在検討中)

② 設間を学校独自に工夫できる余地はあるのか。

○ 授業アンケートに当たっては、教員評価に関わることになる質問についてあらかじめ設定して

おり、それ以外の質問については府教委が示す雛形を参考に、各市町村教委や各府立学校の実

情に応じて設定して<ださい。

③ 教員評価のためだけの授業アンケートになつてはいけない。子どもたちはもとより、教員の意

欲を高めるような設間tly要ではないか。

○ 授業に関する評価の最大の目的は言うまでもな<教員の資質向上と授業改善です。府教育委員

会としては、教員評価に係わる設間に加えて教員の資質向上と授業改善に結びつ<設間の雛形を

示すこととしており、各市町村教委や各府立学校においてもその雛形を活用臥 さらなる創意工

⌒       夫に努めて<ださい。

④ 授業アンケートの実施に当たつては、小学校における学年間の発達段階の差や中高における科

日間の差を考慮に入れるべきではないか。

○ 授業アンケートの実施段階について|よ 質問項目を必要に応じて変えることにより、小学校に

おける学年間の発達段階の差や中高における教科間の差に配慮した実施に努めて<ださい。

⑤ 授業は子どもたちとの相互作用であると考えられることから、評価において、子どもたちの努

力等をどこまで加味するのか。

○ 教員と子どもたちとの相互作用の結果をダイレクトに反映するものは、授業の受け止めに関す

る回答であると考えられることから、評価・育成システムにおいては子どもたちの授業の受け止

めを問う設間を参照することとしています。

⌒     ○ しかし 授業改善に向けては子どもたちの努力度を含ほ 様々な角度から鈷 斤することが重要

なことと考えられるため、そのような質問を追カロして設定することは可能です。

(4)授業アンケートのやり方 (回収方法、集計等)について

① 授業アンケート用紙は、評価を受ける教員が自ら子どもに渡すのか。その回収方法は。

○ 小中学校の場合、授業アンケート用紙は担任が子どもたちを通じて保護者に渡臥 回収してい

ただきます。高等学校では原則として担任がLHRで実施します。特別支援学校ではこの二つ

のケースが併存することになります。

○ いずれの場合も、回収に当たっては回答者のプライバシーには十分配慮することが必要です。

② 授業アンケートの回収率が上がらない場合もあると思われる。どの程度の回収率なら、アンケー

トとして精度があるといえるのか。

○ 回収率は高い方がよいのはもちろんであるので、未提出の保護者には授業アンケートの趣旨を

訴えて、期限=杯まで担任や学年主任等が繰り返し提出を求めて<ださい。
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⌒

○ なお、アンケートは生徒や保護者の意見を求め、校長・准校長による授業観察や指導助言など、

教員の育成に資することを主たる目的とするものであり、アンケートの結果 (到直)がストレー

トに人事評価に結び付<というものではな<、 統計的な意味でのアンケートの精度を求めるもの

ではありません。

③ 授業アンケートを2回実施する狙いは何か。

○ 授業アンケートは教員の授業力向上のために実施するものであり、年度の前半に1回目を実施

し年度の後半に再び実施することにより、状況の変イヒを把握することが可能になります。教員の

評価は年間を通じての職務の状況を対象として行われるものであることから、年間で1回だけの

授業アンケートでは教員の努力等により年間を通じて育成された部分や新たな課題が生じた部

分を評価するのに不十分であり、「評価のため」の授業アンケートになるおそれがあると考えら

れます。

○ なお、2回目の授業アンケートで大きな課題が生じた教員が把握された場合には、その時点か

らでも嚇要な支援を行わなけれ1灘りません。ただ臥 当該教員の評価自体は年度末までに行う

ものとします。

④ 極めて少人数の学習集国であつても授業アンケートは実施するのか。

○ 授業の形態によっては、授業を受けている子どもたちの人数が極めて少ないため、授業アンケ

ートの回笞数も極めて少な<なることは有り得ますが、子どもたちによる授業に関する評価とし

ては通常通り扱うものとします。

⑤ 丁.丁 .で複数の教員が授業を担任している場合の授業アンケートはどのように行うのか。

○ 主担者のみの評価とするか、複数の教員に対して評価を別々に実施するか等について|よ 授業

形態に応じて、校長・准校長が判断するものとしますも

(5)授業アンケート実施に伴う作業軽減策について

① アンケートの回収や集計作業等の実務は誰が担うのか。

○ 評価にかかわるということで保護者が教員に遠慮して本音で回答できないことがあつてはな

りませんので、特に保護者に回答を求める小中学校において1訓固々 のアンケートの回答内容が教

員に伝わることはないという配慮が必要となります。具体的には、封をして回収することや管理

職しか開錠できない提出箱を設けるなど、各市町村教委や各府立学校での工夫をお願いします。

○ なお、アンケートの質問項目や作成されたアンケ=卜用紙そのものには保護されるべき個人清

報は含まれていませんので、アンケートの作成からアンケート用紙の家庭配付や校内でのアンケ

ート実施までを教員が担うことに問題はないと考えています。

○ 一方、アンケート実施後の集計や分析作業は、その過程で教員個人に関するデータや人事評価

に関わる情報を扱う部分があるため、原則として管理職 (1次評価者及び2次評価者)による取

扱いをお願いします。

○ 今後、各学校で結果を活用した授業改善の方策については研究を進めます。
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⌒

② 特に管理臓の作業量が多<なると考えられるが、府教委からの支援はないのか。

○ 府教育委員会としてアンケート作成から集計分析等を一体的に行うソフトを用意臥 希望のあ

る市町村教委や府立学校に配付します。

3 授業に関する必要な支援について

① 授業に関して支援が嚇要な教員 (以下、「支援が必要な教員」という。)の候補の把握は具体的

にはどのような方法で行えばよいのか。

○ 子どもたちや保護者によるアンケートの結果が極めて低かった教員が、支援が必要な教員の候

補となりますが、その把握の方法は以下の例を参考に校長・准校長の判断で決定して<ださい。

例1 子どもたちの受け止めが肯定的である値が特に低い教員

例2 過半数の子どもたちから否定的な評価を受けた教員

例3 多<の保護者から明らかに否定的な意見が寄せられた教員

② こうした手法|よ 相対評価につながるものではないのか。

○ 相対言刊面とは評価区分ごとの割合をあらかじめ設定臥 すべての職員をその分布に当てはめる

ものです。従つて、最下位評価も最上位評価も必ず割り振られることが予定されていますが、今

回の「授業力」評価では授業に対する生徒や保護者の受け止めを中心に意見を求めることとして

いるのであり、特に評価の高い人や低い人が必ず■定の害」含で求められるものではありません。

つまり、相対評価の考え方とは全<異なります。                   .

③ 支援が必要な教員となつたことは、本人にどのように伝えるのか。また、校内外にも伝えるの

規

○ 支援が必要な教員としたこと|よ 本人にははっきりと伝えることが必要ですが、当該教員が支

援が必要な教員となつたことは、基本的には本人以外には伝えるべきではないものと考えていま

す。

④ こういつた手法は、課題のある教員を発掘することにつながるのではないか。

○ 授業アンケートの目的は、あ<まですべての教員の授業力の向上です。しか臥 授業アンケー

ト等により授業に課題のある教員が把IEされた場合には、校長等が、その教員に対して複数回の

授業観察や指導助言等必要な支援を行い、その教員の授業力の向上を支援することになります。

○ 支援に当たって|よ 必要に応じて校長・准校長は設置者 (教育委員0に 授業観察と指導助言

を依頼臥 授業力向上に向けた必要な措置を講ずることができるとしています。

⑤ 評価の低い教員をビックアップするだけではな<、 SSやSにつながるルートも示すべきではな

いか。

○ 生徒・保護者による授業アンケートにより、極めて評価の高い教員が把握される場合もありま

す。
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○ それらの教員について、校長・准校長が適任と判断した場合は、以下のような取組みへの参画

を命以 成果が認められた場合には授業力や学校運営の評価要素で 睡 めて高い能力を発揮して

いる」と評価することも想定できます。

・ 示範授業を行う

・ 校内研修の言記雨を務める

・ 当該教員のすべての授業を公開する

・ 新任教員等の授業を観察臥 指導助言を行う

4 授業観察票 0日臣業力」評価票について

① 授業観察票及び「授業力」評価票の作成を必須にした理由は。

○ 授業に関する評価については、これまでも主に「学ぶ力の育成」という評価要素の中で評価し

てきましたが、今般k府教育委員会として、授業は学校の教育活動の中心となるものであること

⌒      を改めて確認臥 授業に関する評価を授業を行う教員の評価の一要素として明確に位置付けまし

た。

○ これを受け、校長等による授業観察の結果や「授業力」評価の過程を記録として残すことで、

校長等が教員の授業力をより正確に把握するとともに、開示面談等においても教員への指導助言

を一層適切に行うことができるようになるものと考えています。

② 指導主事t管理主事や資質向上指導員が授業観察を行うとなつているが、観察のみで評価を行 :

わないのか。観察結果=評価なら、評価する権限があるのか。評価に教育委員会が入ることとな

る。その根拠|&

○ 評価・育成システムにおいては、一次評価者は教頭・事務 (部)長、二次評価者は校長・准校

長としています。

一方、手引きのP2に、「二次評価者は、教職員の職務遂行状況の観察や意見交換、自己申告

⌒      票の内容等に基づき、児童生徒・保護者・同僚教職員等の意見t一次評価者の意見具申等を参考

に総合的・客観的に判断して二次評価を行う」と記載しています。

○ 今回の授業力向上に向けての必要な支援において|よ 対象となつた教員の授業の状況について、

校長・准校長の判断により指導主事等の意見を求めるものとしたところです。

5 評価・育成シートについて

① 授業を持たない教員及び事務職員の評価はどうなるのか (授業を持つ者と持たない者との公平

性はどう担保するのか)。

○ 授業を持たない教員の評価は、これまで通り「学ぶ力の育成」「自立・自己実現の期   「学校

運営」の3つの評価要素で行うことになる。

○ 授業アンケートの結果は直接評価になるのではなく、校長による評価の一要素になるのであり、

/AN平不公平の問題ではないと考えています。

② なぜ「授業力」を新設するのか。従前の「学ぶ力の育成」では計れないのか。 、
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○ 従来から、授業に関する評価については、主に 貯 ぼ力の育成」という評価要素の中で評価し

てきており、基本的な考え方は変わりません。ただ、今回の改定で「授業力」については、生徒

や保護者の授業アンケートを重要な要素として取り上1或 授業という要素を中心に据えた評価を

行うこととしたものです。

6 その他

① 他校との兼務を発令されている教職員の評価は誰が行うのか。

○ 原則として本務校の評価者力ヽ 刊面することになります。ただ臥 兼務校における服務監督を行

うのは兼務校の校長・准校長であることから、兼務校での職務行動に関する評価は兼務校の評価

者が行うこととなります。本務校の評価者は、兼務校での職務行動に関する評価を参考に、評価

を行うこととなります。
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